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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第39期

第３四半期連結
累計期間

第40期
第３四半期連結
累計期間

第39期

会計期間

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成23年
    ４月１日
至  平成23年
    12月31日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成23年
    ３月31日

売上高 (千円) 25,799,10425,921,98236,538,189

経常利益 (千円) 2,333,4261,882,2693,438,806

四半期(当期)純利益 (千円) 1,271,709842,6201,915,908

四半期包括利益
又は包括利益

(千円) 1,234,083742,0331,873,879

純資産額 (千円) 13,117,27714,006,46613,757,072

総資産額 (千円) 23,422,20925,033,51324,660,129

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 126.45 83.79 190.51

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 55.98 55.93 55.76

　

回次
第39期

第３四半期連結
会計期間

第40期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自  平成22年
    10月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成23年
    10月１日
至  平成23年
    12月31日

１株当たり四半期
純利益

(円) 42.12 40.79

(注)１  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

      ２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

４  第39期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内

容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

（市場調査・コンサルティング事業）

常州英徳知聯恒信息科技有限公司を新規設立したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含め

ております。

（医薬品開発支援事業）

ＳＭＯ（治験施設支援業務）事業を営んでおりました株式会社アスクレップ・メディオの清算手続きが

結了となったため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

  また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

　
  (1)業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州諸国における金融不安や円高等の影響により

先行き不透明な状況が継続しているものの、３月に発生した東日本大震災による急激な落込みからは

徐々に回復に向かって推移いたしました。

このような中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高 25,921百万円（前年

同期比0.5%増）、営業利益 1,914百万円（同18.9%減）、経常利益 1,882百万円（同19.3%減）、四半期純

利益 842百万円（同33.7%減）となりました。

　

セグメントの業績は、次のとおりです。

① 市場調査・コンサルティング

パネル調査分野は、SRI（全国小売店パネル調査）、SLI（全国女性消費者パネル調査）、Rep Track（MR

活動評価指標）が堅調に推移し増収となりましたが、SCI－personal（全国個人消費者パネル調査）への

投資を引き続き実施したことにより、増収減益となりました。

　カスタムリサーチ分野は、震災の影響によって４、５月は減収となったものの、６月以降は従来型調査、

インターネット調査ともに回復基調に転じたことにより、増収増益となりました。

　この結果、市場調査・コンサルティング事業の売上高は18,540百万円（前年同期比4.7%増）、営業利益

は1,788百万円（同5.0%減）となりました。

　

② システムソリューション

システムソリューション事業は、企業のシステム投資が低調であることに加え、震災の影響による旅行

分野の業務量減少に伴い、減収減益となりました。

　この結果、システムソリューション事業の売上高は3,270百万円（前年同期比5.7%減）、営業損失は30百

万円（前年同期は14百万円の損失）となりました。
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③ 医薬品開発支援

  CRO（医薬品開発業務受託機関）業務では、モニタリング業務は新規案件の受注が増加したことにより

増収となりましたが、データマネジメント業務における長期大型案件の受注が不調だったことにより、減

収減益となりました。

　この結果、医薬品開発支援事業の売上高は4,111百万円（前年同期比10.9%減）、営業利益は156百万円

（同68.4%減）となりました。

　
  (2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等は次のとおりであります。

 

   株式会社の支配に関する基本方針について

①基本方針の内容

当社の財務及び事業活動を支配する者には、当社グループの「THE INTAGE WAY」を十分に理解し、短期

的な収益の確保のみならず、中長期的な視野に立って事業の持続的な成長性を追求し、当社の企業価値と

株主共同の利益を維持・向上させていくことが必要であります。

  当社は、当社の経営を支配しようとする大量買付者が出現した際には、当社の企業価値と株主共同の利

益の維持・向上のための事業計画、財務計画、資本政策、当社の従業員、取引先、お客様等の利害関係者の

処遇方針等についての十分な情報の提供を受け、当該提案等が当社の企業価値と株主共同の利益を維持

・向上できるものか否かの観点に立ち評価・検討し、株主の皆様が客観的に判断できるよう情報を適時

に開示するとともに、明らかに当社の企業価値と株主共同の利益を毀損するものである場合には、かかる

買付行為に対し対抗措置を講ずる責任があると考えます。

  当社は、以上のような考え方を当社の財務及び事業活動を支配する者の在り方に関する基本方針とし

ております。

 

②取り組みの内容

  イ．基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は持続的な成長性を追求するために、マーケティングリサーチ力とシステムソリューション力

を基盤とした当社独自のビジネスモデルを推進することで、さらに企業価値と株主共同の利益向上を

実現してまいります。

  具体的には、当社の第10次中期経営計画（平成23年４月－平成26年３月）において、『生活者を起点

とした新たな「知」の創造』を基本方針として掲げ、次の４つの重点課題に取り組むことによって、“

Next 50”の成長に向けたグループ経営基盤の強化を図っております。

ⅰ）当社の主要サービスである「消費者パネル」の質と規模の拡大進化

ⅱ）生活者が発信する情報（ライフログデータ）から新たなインサイト（洞察、知見、よ　　　　　　り深

い理解）を提供する事業の開発

ⅲ）お客様の業界ごとに組織を編成しての成長戦略の立案推進

ⅳ）お客様のグローバルシフトに対応した海外での事業展開

EDINET提出書類

株式会社インテージ(E05239)

四半期報告書

 5/19



　

  ロ．不適切な者によって支配されることを防止する取組み

当社は、平成19年６月22日開催の第35回定時株主総会での決議を経て、買収防衛策を導入いたしまし

た。以後、有効期間満了の都度、定時株主総会で同買収防衛策の継続を決議し、直近では、平成23年６月

22日開催の第39回定時株主総会において継続を決議しております。

  上記対応策は、ⅰ）買付者が大量買付行為を行おうとする場合に、当社取締役会が買付者に対し、事

前に当該大量買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、それに基づいて当該大量買付行為

についての評価、検討、買付者との買付条件に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提示等を行って

いくための手続（以下「大量買付ルール」といいます。）、及びⅱ）買付者が大量買付ルールに従うこ

となく買付を行う等、大量買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合に、

必要に応じて当社が対抗措置を発動することを定めるものであります。

　
③取締役会の判断及びその判断に係わる理由

 イ．前記②イの取組みは、当社の企業価値を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策

定されたものであるので、前記①の基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役

員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

 ロ．前記②ロの取組みについては、大量買付行為に関する情報提供を求めるとともに、大量買付行為が当

社の企業価値を毀損する場合に対抗措置を発動することを定めるものであり、前記①の基本方針に

沿ったものであります。またその導入については、株主意思を尊重するため、株主総会での承認をその

効力発生条件としており、さらに、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するために

独立委員会を設置し、取締役会は独立委員会の勧告を最大限に尊重した上で、対抗措置の発動を決議

することとしている上、その判断の概要については、適時に株主の皆様に情報開示することとしてい

るため、その運営は透明性をもって行われます。

  したがって、当社取締役会は、株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目

的とするものではないと判断しております。

　
  (3)研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は26,318千円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 37,000,000

計 37,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,404,00010,404,000
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株であります。

計 10,404,00010,404,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

      該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

      該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

      該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年12月31日 ─ 10,404,000 ─ 1,681,400 ─ 1,336,688

　

(6) 【大株主の状況】

      当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記

載することができませんので、直前の基準日である平成23年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 347,400

―
権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株
式

完全議決権株式(その他) 普通株式 10,055,200 100,552 同上

単元未満株式 普通株式 1,400 ― 同上

発行済株式総数 10,404,000 ― ―

総株主の議決権 ― 100,552 ―

　

② 【自己株式等】

平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社インテージ

東京都千代田区
神田練塀町３番地
インテージ秋葉原ビル

347,400 － 347,400 3.3

計 ― 347,400 － 347,400 3.3

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１

日から平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,337,216 4,358,310

受取手形及び売掛金 ※2
 7,462,074

※2
 6,426,404

仕掛品 1,336,074 2,422,424

貯蔵品 30,760 28,567

繰延税金資産 971,606 625,586

その他 338,011 574,233

貸倒引当金 △4,699 △4,699

流動資産合計 14,471,043 14,430,828

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,037,271 2,279,592

器具備品（純額） 439,110 377,451

土地 1,998,156 1,998,156

リース資産（純額） 755,995 818,184

その他（純額） 91 67

建設仮勘定 305 －

有形固定資産合計 5,230,930 5,473,452

無形固定資産

のれん 1,022,324 869,138

その他 1,326,641 1,365,269

無形固定資産合計 2,348,965 2,234,408

投資その他の資産

投資有価証券 233,092 620,768

繰延税金資産 1,096,469 1,047,345

その他 1,279,627 1,226,709

投資その他の資産合計 2,609,190 2,894,824

固定資産合計 10,189,086 10,602,684

資産合計 24,660,129 25,033,513
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,587,783 1,404,288

短期借入金 ※1
 183,512

※1
 974,230

未払法人税等 1,046,059 198,172

賞与引当金 1,367,878 672,844

ポイント引当金 278,152 413,900

役員賞与引当金 21,500 15,000

その他 1,622,736 2,434,718

流動負債合計 6,107,622 6,113,155

固定負債

長期借入金 2,000,000 2,020,000

退職給付引当金 2,201,701 2,294,806

役員退職慰労引当金 29,000 29,000

その他 564,733 570,084

固定負債合計 4,795,434 4,913,891

負債合計 10,903,057 11,027,046

純資産の部

株主資本

資本金 1,681,400 1,681,400

資本剰余金 1,336,688 1,336,688

利益剰余金 11,302,819 11,642,611

自己株式 △532,923 △532,923

株主資本合計 13,787,984 14,127,776

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,552 9,724

為替換算調整勘定 △46,268 △136,676

その他の包括利益累計額合計 △36,716 △126,951

少数株主持分 5,804 5,641

純資産合計 13,757,072 14,006,466

負債純資産合計 24,660,129 25,033,513

EDINET提出書類

株式会社インテージ(E05239)

四半期報告書

11/19



(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

売上高 25,799,104 25,921,982

売上原価 18,195,146 18,001,297

売上総利益 7,603,957 7,920,685

販売費及び一般管理費 5,243,034 6,006,056

営業利益 2,360,923 1,914,628

営業外収益

受取利息 1,214 1,231

受取配当金 7,282 4,622

受取保険金及び配当金 19,576 25,070

その他 13,826 20,904

営業外収益合計 41,900 51,828

営業外費用

支払利息 34,253 39,016

支払手数料 9,608 8,070

器具備品等除却損 1,442 4,384

為替差損 23,872 25,379

その他 220 7,335

営業外費用合計 69,397 84,186

経常利益 2,333,426 1,882,269

特別利益

株式割当益 10,304 －

受取保険金 45,438 －

特別利益合計 55,742 －

特別損失

移転関連費用 － 20,050

退職給付制度改定損 12,634 －

投資有価証券評価損 1,123 －

特別損失合計 13,758 20,050

税金等調整前四半期純利益 2,375,410 1,862,219

法人税、住民税及び事業税 866,149 624,174

法人税等調整額 239,689 396,311

法人税等合計 1,105,838 1,020,486

少数株主損益調整前四半期純利益 1,269,572 841,733

少数株主損失（△） △2,136 △887

四半期純利益 1,271,709 842,620
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,269,572 841,733

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,131 172

為替換算調整勘定 △30,356 △99,872

その他の包括利益合計 △35,488 △99,700

四半期包括利益 1,234,083 742,033

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,236,842 752,385

少数株主に係る四半期包括利益 △2,758 △10,352
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

従来、連結子会社であった株式会社アスクレップ・メディオは、会社清算の手続きが結了したため、第１四半

期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

  また、第１四半期連結会計期間において、常州英徳知聯恒信息科技有限公司を設立したことにより、連結の範

囲に含めております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

　
【追加情報】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

（法人税率の変更等による影響）

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法

律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から

法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税

金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.69%から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成

26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.01%に、平成27年４月１日に開

始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.64%となります。

　この税率変更により、繰延税金資産が138,467千円減少し、四半期純利益は138,467千円減少しております。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

※１ 当社においては、資金調達の安定性を確保しつつ、

必要に応じた機動的な資金調達を行なうこと によ

り、資金効率の向上を図ることを目的としてコミッ

トメントライン契約を締結しております。

 当連結会計年度末におけるコミットメントライン

契約に係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。

 なお、本契約には財務制限条項が付されておりま

す。

コミットメントライン設定金額 3,000,000千円

借入実行残高 ─ 〃

借入未実行残高 3,000,000千円

※１ 当社においては、資金調達の安定性を確保しつつ、

必要に応じた機動的な資金調達を行なうことによ

り、資金効率の向上を図ることを目的としてコミッ

トメントライン契約を締結しております。

 当四半期連結会計期間末におけるコミットメント

ライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりで

あります。

 なお、本契約には財務制限条項が付されておりま

す。

コミットメントライン設定金額 3,000,000千円

借入実行残高 500,000〃

借入未実行残高 2,500,000千円

※２              ─────────

 
※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しております。

     なお、当第３四半期連結会計期末日が金融機関の休

日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期

手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれており

ます。

受取手形 11,823千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれ

ん償却額は、次のとおりであります。

　

前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

減価償却費 874,411千円

のれん償却額 280,714 〃
　

減価償却費 998,383千円

のれん償却額 246,514 〃

　

　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 502,839 50
平成22年
３月31日

平成22年
６月25日

　

  (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

      該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月22日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 502,828 50
平成23年
３月31日

平成23年
６月23日

　

  (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

      該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

  １ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　

　

報告セグメント
合計
 

（千円）
市場調査・コンサ
ルティング
(千円)

システムソリュー
ション
(千円)

医薬品開発支援
(千円)

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 17,713,9423,469,0574,616,10425,799,104

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ―

計 17,713,9423,469,0574,616,10425,799,104

セグメント利益又は損失(△) 1,881,613 △14,309 493,618 2,360,923

(注)セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

  １ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　

　

報告セグメント
合計
 

（千円）
市場調査・コンサ
ルティング
(千円)

システムソリュー
ション
(千円)

医薬品開発支援
(千円)

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 18,540,2783,270,2454,111,45925,921,982

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ―

計 18,540,2783,270,2454,111,45925,921,982

セグメント利益又は損失(△) 1,788,453 △30,033 156,209 1,914,628

(注)セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

１株当たり四半期純利益(円) 126.45 83.79

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益(千円) 1,271,709 842,620

普通株式に係る四半期純利益(千円) 1,271,709 842,620

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,056 10,056

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成24年２月14日

株式会社インテージ

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    井   上   智   由    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    守   谷   徳   行    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社インテージの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半

期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。
　

監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

  四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手

続である。

  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　

監査人の結論

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社インテージ及び連結子会社の平成23

年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　

利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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